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証券コード 8383
2026年６月10日

（電子提供措置の開始日 2026年６月４日）
株 主 各 位

鳥取市永楽温泉町171番地

取締役頭取 入江 到

第162期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当行第162期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに電子提供措置事項を掲載しております。

当行ウェブサイト
https://www.tottoribank.co.jp/ir/stock/general_meeting/

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも
掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスし
て、銘柄名（会社名）または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を
選択のうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席いただくほか、インターネットまたは書面により議決権を行使することがで
きますので、お手数ながら電子提供措置事項に記載の株主総会参考書類をご検討のうえ、2026
年６月25日（木曜日）午後5時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
記

1 日 時 2026年６月26日（金曜日）午前10時
2 場 所 鳥取市永楽温泉町171番地

当行本店３階ホール
※裏表紙の「株主総会会場ご案内」をご参照ください。

3 目的事項
報告事項 １．第162期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告、計算

書類および連結計算書類の内容報告の件
２．会計監査人および監査役会の第162期連結計算書類監査結果報告の件

決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役9名選任の件
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当日ご出席されない場合の議決権行使のご案内
郵送（議決権行使書）による議決権行使

　同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、行使期限までに
到着するようご返送ください。

電磁的方法（インターネット等）による議決権行使

　インターネットにより議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.
jp/）にアクセスしていただき、行使期限までに賛否をご入力くださ
い。詳細につきましては、３頁から４頁までの「インターネットによる 
議決権行使のお手続きについて」をご高覧いただきますようお願い申
しあげます。

　また、郵送（議決権行使書）とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、イン
ターネットによる議決権行使の内容を有効とさせていただきます。また、インターネットにより
複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきま
す。

以　上

■ �当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください
ますようお願い申しあげます。

■ �議決権行使書に議案に対する賛否が表示されていない場合は、賛成の意思表示をされた
ものとして取り扱わせていただきます。

■ �本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を
記載した書面をお送りいたしますが、法令及び当行定款第16条の規定に基づき、下記の
事項を記載しておりませんので、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査役及び会
計監査人が監査をした書類の一部であります。
① 計算書類の「個別注記表」② 連結計算書類の「連結注記表」

■ �電子提供措置事項に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当行ウェ
ブサイト(https://www.tottoribank.co.jp/）に掲載いたしますのでご了承ください。

2026年６月25日（木曜日）
午後５時30分到着分まで

2026年６月25日（木曜日）
午後５時30分まで

行使期限

行使期限
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　インターネットによる議決権行使は、スマートフォンまた
はパソコン等から議決権行使ウェブサイトにアクセスいただ
き、画面の案内に従って行使していただきますようお願いい
たします。
　当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインター
ネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

インターネットによる議決権行使のお手続きについて

2026年
６月25日（木曜日）
午後５時30分まで

議決権行使期限

QRコードを読み取る方法（スマートフォンの場合）

1 QRコードを読み取る 2 議決権行使方法を選ぶ 3 各議案の賛否を選択

画面の案内に従って
行使完了です。

お手持ちのスマートフォン
にて、同封の議決権行使書
副票（右側）に記載の「ロ
グイン用QRコード」を読み
取る。

議案賛否方法の選択画面が
表示されるので、議決権行
使方法を選ぶ。

画面の案内に従って各議案
の賛否を選択。

　スマートフォンでの議決権行使は、「ログインID」「仮パスワード」の入力が不要です。
　同封の議決権行使書副票（右側）に記載された「ログイン用QRコード」を読み取りいた
だくことで、ログインいただけます。

パソコンでの議決権行使またはQRコードでのログインができない場合は…
次頁の記載のご案内に従ってログインしてください。

議決権行使書副票（右側）

「ログイン用QRコード」
はこちら

株式会社鳥取銀行

株式会社鳥取銀行
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システム等に関するお問い合わせ 機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームについて
　管理信託銀行等の名義株主さま（常任代理人さまを含み
ます。）につきましては、株式会社東京証券取引所等により
設立された株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プ
ラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、
当行株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法
として、下記のインターネットによる議決権行使以外に、
当該プラットフォームをご利用いただけます。

■ ご注意事項

１．議決権行使サイトについて
パソコンまたはスマートフォン等による議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用され
ている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合、TLS暗号化通信を
指定されていない場合等、株主さまのインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。

２．複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い
（1）郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容

を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
（2）インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせてい

ただきます。また、パソコンまたはスマートフォン等で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使さ
れた内容を有効とさせていただきます。

３．議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について
議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主さまのご負担とな
ります。

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
証券代行部（ヘルプデスク）

ふ0120-173-027
（受付時間9:00～21:00、通話料無料）

ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイトにアク
セス

お手元の議決権行使書用紙の副
票(右側)に記載された「ログイン
ID」および「仮パスワード」を
入力

「次の画面へ」をクリック 「ログイン」をクリック

入 力

以降は画面の案内に従って
賛否をご入力ください。

STEP1 STEP2 STEP3
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第162期（2025
2026

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）事業報告

１．当行の現況に関する事項
（1）事業の経過及び成果等

当行の主要な事業内容
当行の本店ほか支店等において、預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業

務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務等を行い、地域に密着し
た営業活動を展開しております。

国 内 経 済
2025年度の国内経済は、米国の関税政策の影響を受けながらも、緩やかな

回復が続きました。個人消費については、雇用・所得環境の改善を背景として
底堅く推移し、企業収益についても、AI関連需要などにより堅調な動きを維持
しました。また、そうした中で、人手不足に対応するため、企業では省人化や
デジタル関連の投資が進みました。
金融市場では、日本銀行が2025年12月の金融政策決定会合で利上げを決定

し、政策金利はおよそ30年振りの水準となる0.75％まで引き上げられました。
また、株式市場では、現政権の政策効果や円安による企業収益拡大に対する期
待などを要因として、日経平均株価は2026年２月27日に終値で史上最高値を
更新する58,850円をつけました。

県 内 経 済
鳥取県経済をみますと、インバウンド需要が活況である一方で、物価高の影

響もあり、個人消費については緩やかな回復にとどまりました。また、企業の
生産活動についても、持ち直しの動きに弱さが見られ、総じて、鳥取県内の経
済情勢は足踏み状態となりました。
今後については、中東情勢緊迫化に起因するエネルギー価格の上昇などによ

り、景気減速の懸念はあるものの、国内経済は各種政策効果によって、個人消
費や設備投資が増加し、成長が下支えされるものと見込まれます。
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当 行 の 業 績
このような環境の下、当行は役職員一体となってお取引先に対する質の高い

コンサルティングの提供及び業績の進展に努めました結果、以下のような業績
となりました。
財政状態につきましては、貸出金は、個人向け貸出や企業向け貸出が増加し

たことから、前期末比350億39百万円増加し、9,172億91百万円となりまし
た。有価証券は、国債や社債が増加したことなどにより、前期末比177億34
百万円増加し、1,283億14百万円となりました。預金は、個人預金や法人預金
が増加したことから、前期末比255億76百万円増加し、１兆455億23百万円
となりました。
経営成績につきましては、資金運用収益や役務取引等収益が増加したことな

どにより経常収益は前期比27億23百万円増加の186億26百万円となりまし
た。経常費用は、資金調達費用が増加したことなどにより、前期比22億99百
万円増加の164億円となった結果、経常利益は前期比４億24百万円増加の22
億26百万円、当期純利益は、前期比３億33百万円増加の15億79百万円とな
りました。
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当行が対処すべき課題
地域金融機関を取り巻く経営環境はめまぐるしく変化しており、当行が主要

な営業エリアを置く山陰地方は、人口減少や少子高齢化に加え、デジタル化の
進展や多様性への対応など、様々な社会課題に直面しています。

このようななか、当行では新たに鳥取銀行のパーパスとして “地域社会の未
来を「創る」「守る」「支える」” を制定したうえで、2024年度から2026年度
を計画期間とする中期経営計画「for the FUTURE 〜未来に向けて〜」を策
定し、2024年４月よりスタートいたしました。
本計画では、「収益性」、「健全性」、「効率性」、「専門性」の４つの視点に立

った計数目標を設定し、「新たな地域価値の創造」、「コンサルティング深化」、
「経営基盤の強化」、「人的資本経営の実践」という４つの重点テーマを掲げて
施策に取組むことで、「地域社会の発展を力強くリードするコンサルティング
バンク」を目指してまいります。
なお、2026年度の通期の業績見通しにつきましては、連結・単体ともに経

常利益は23億円、当期純利益は16億円を見込んでおります。

＜中期経営計画の計数目標（最終年度：2026年度）＞
テーマ 項 目 2026年度目標 2025年度実績

収益性 経 常 利 益 20億円 22億円

健全性 自 己 資 本 比 率 ８％程度 8.89％

効率性 コ ア Ｏ Ｈ Ｒ 80％台前半 77.4％

専門性 行内プロフェッショナル人財 150人 125人
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（2）財産及び損益の状況
（単位：百万円）

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

預 金 992,585 1,042,007 1,019,947 1,045,523

定 期 性 預 金 357,122 377,023 361,807 376,932

そ の 他 635,462 664,983 658,140 668,591

貸 出 金 879,094 870,647 882,252 917,291

個 人 向 け 257,685 261,435 266,861 281,067

中 小 企 業 向 け 328,337 323,576 316,355 320,105

そ の 他 293,072 285,636 299,036 316,119

商 品 有 価 証 券 ― ― ― ―

有 価 証 券 114,252 119,886 110,580 128,314

国 債 11,097 10,286 8,895 18,842

そ の 他 103,155 109,599 101,684 109,472

社 債 ― ― ― ―

総 資 産 1,095,607 1,143,792 1,104,834 1,133,144

内 国 為 替 取 扱 高 3,872,947 3,824,559 3,922,435 4,132,931

外 国 為 替 取 扱 高 359百万ドル 293百万ドル 238百万ドル 250百万ドル

経 常 利 益 1,642 1,573 1,802 2,226

当 期 純 利 益 1,004 1,038 1,246 1,579

１株当たり当期純利益 107円32銭 110円96銭 133円13銭 168円70銭

注１．記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
２．１株当たり当期純利益は、当期純利益を期中の平均発行済株式数（自己株式数を控除し

た株式数）で除して算出しております。
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（3）使用人の状況
当 年 度 末

使 用 人 数 646人

平 均 年 齢 39歳１月

平 均 勤 続 年 数 16年２月

平 均 給 与 月 額 357千円

注１．平均年齢、平均勤続年数、平均給与月額は、それぞれ単位未満を切り捨てて表示してお
ります。

２．使用人数には、臨時雇員及び嘱託は含まれておりません。
３．平均給与月額は、賞与を除く３月中の平均給与月額であります。

（4）営業所等の状況
イ．営業所数

当 年 度 末
店 うち出張所

鳥 取 県 53 （ 11）

島 根 県 5 （ ―）

岡 山 県 4 （ ―）

広 島 県 1 （ ―）

大 阪 府 1 （ ―）

東 京 都 1 （ 1）

合 計 65 （ 12）

注．上記のほか、当年度末において駐在員事務所を１か所、店舗外現金自動設備を54か所設置
しております。
また、株式会社セブン銀行、株式会社イーネット及び株式会社ローソン銀行との提携によ
る店舗外現金自動設備を52,102か所設置しております。

2026年05月27日 11時50分 $FOLDER; 10ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



10

ロ．当年度新設営業所
該当ありません。

注．当年度において、鳥取県内２か所の店舗外現金自動設備を廃止いたしました。

ハ．銀行代理業者の一覧
該当ありません。

ニ．銀行が営む銀行代理業等の状況
該当ありません。

（5）設備投資の状況
イ．設備投資の総額

（単位：百万円）
設 備 投 資 の 総 額 870

ロ．重要な設備の新設等
該当ありません。

（6）重要な親会社及び子会社等の状況
イ．親会社の状況

該当ありません。
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ロ．子会社等の状況

会 社 名 所 在 地 主 要 業 務 内 容 資本金
当行が有
する子会
社等の議
決権比率

その他

百万円 ％
株 式 会 社
と り ぎ ん
カードサービス

鳥取市扇町９
番地２

クレジットカードに関する
業務
上記に係る金銭の貸付に関
する業務

90 65 連 結

と り ぎ ん
リ ー ス
株 式 会 社

鳥取市扇町９
番地２

企業が必要とする動産・
機械設備等のリース及び
売買（割賦販売等含む）

30 5 持分法

と っ と り
キャピタル
株 式 会 社

鳥取市扇町９
番地２

有価証券の取得・保有並び
に売却
経営コンサルティング業務
企業の合併並びに業務提携
等の斡旋等

50 5 持分法

注１．上記重要な子会社等の連結対象１社及び持分法適用対象２社との連結決算を行っており
ます。

２．記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
３．重要な業務提携の概況

①地方銀行等の提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出し等のサービ
ス（略称ＡＣＳ）を行っております。

②地方銀行等の提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出し等のサービ
ス（略称ＭＩＣＳ）を行っております。

③地銀ネットワークサービス株式会社（地方銀行の共同出資会社、略称ＣＮＳ）におい
て、データ伝送の方法により取引先企業との間の総合振込・口座振替・入出金取引明
細等各種データの授受のサービス等を行っております。

（7）事業譲渡等の状況
該当ありません。

（8）その他銀行の現況に関する重要な事項
該当ありません。
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２．会社役員（取締役及び監査役）に関する事項
（1）会社役員の状況

（年度末現在）
氏 名 地位及び担当 重 要 な 兼 職 そ の 他
平 井 耕 司 代 表 取 締 役 会 長
入 江 到 代 表 取 締 役 頭 取
八 木 俊 英 取締役常務執行役員
倉 光 裕 之 取締役常務執行役員
藪 田 千登世 取締役（社外役員）
西 尾 信 也 取締役（社外役員）
福 居 一 彦 取締役（社外役員）
田 口 昌 浩 常 勤 監 査 役
中 山 博 雄 監査役（社外役員）
山 﨑 昌 徳 監査役（社外役員）
長 田 秀 樹 監査役（社外役員）
注１．取締役藪田千登世、西尾信也、福居一彦の３氏（社外役員）及び監査役中山博雄、山﨑

昌徳、長田秀樹の３氏（社外役員）は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として
届け出ております。
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（2）会社役員に対する報酬等
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当行は、役員人事報酬委員会における審議の結果を踏まえ、取締役会の決
議により、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定
めております。
【基本方針】

当行の取締役の報酬は、株主利益との連動性確保と持続的な企業価値の
向上を図るための報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては任
期中の成果や貢献度を重視することを基本方針とします。具体的には、取
締役（社外取締役除く）の報酬は、固定報酬、自社株取得型報酬および業
績連動加算報酬により構成します。また、社外取締役の報酬は、その職務
に鑑み、経営監視体制の適切性確保の観点から、固定報酬、自社株取得型
報酬により構成します。

【固定報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針】
固定報酬は、金銭による月例の固定報酬とします。
固定報酬の金額は職位に応じて定めるものとし、業績や社会情勢等も考

慮して、適宜、役員人事報酬委員会の審議を踏まえた見直しを行うものと
します。

【自社株取得型報酬の内容および額または算定方法の決定に関する方針】
自社株連動型報酬は、株主価値との連動を図る中長期的なインセンティ

ブ報酬と位置付け、固定報酬に定める月額報酬の一定割合を当行役員持株
会に毎月拠出し、自社株式の取得に充当します。
取得した株式は在任期間及び退任後１年間は譲渡できないものとし、拠

出金額については、職位毎に設定したモデル金額を下回らないものとしま
す。
モデル金額については、環境の変化等に応じて、適宜、役員人事報酬委

員会の審議を踏まえた見直しを行うものとします。
【業績連動加算報酬の内容および額または算定方法の決定に関する方針】

業績連動加算報酬等は、前年度の単体の当期純利益に連動するかたちで、
定められた業績加算額を目安として、株主総会後の７月より職位毎の配分
モデルに基づき、金銭として月額報酬に加算して支給します。
配分モデルについては、環境の変化等に応じて、適宜、役員人事報酬委

員会の審議を踏まえた見直しを行うものとします。
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【金銭報酬の額、業績連動加算報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役
の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針】
取締役の種類別の報酬割合については、その客観性・妥当性を担保する

ため、役位、職責や当行の財務状況等も踏まえたうえで、役員人事報酬委
員会の審議を経たのち、取締役会により決定するものとします。
なお、報酬等の種類毎の比率の目安は、固定報酬：自社株取得型報酬：

業績連動加算報酬＝84％：６％：10％とします。
【取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項】

各取締役の報酬は、透明性を高め適正な組織運営を図ることを目的とし
て、取締役会より委任を受けた役員人事報酬委員会において報酬等の審議
を経たのち、取締役会により決定するものとします。
当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、役員

人事報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討
を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿う
ものであると判断しております。

②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2008年６月24日開催の第144期定時株主総会において、取締役の報酬限

度額を年額300百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）、
監査役の報酬限度額を年額40百万円以内と決議いただいております。当該
定時株主総会終結時点の取締役の員数は６名、監査役の員数は４名です。

③取締役及び監査役の報酬等の総額等
（単位：百万円）

区 分 報酬等の総額
報酬等の種類別の総額

支給人数
基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取 締 役 110 110 ― ― ７名
監 査 役 23 23 ― ― ４名

計 133 133 ― ― 11名
注．前年度の当期純利益が業績加算枠の指標の下限（15億円超）を満たしていないため、業績

連動報酬等の該当はありません。
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（3）責任限定契約
氏 名 責任限定契約の内容の概要

藪 田 千登世

会社法第423条第１項の賠償責任について、その職務を行うにあたり善意で
かつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定義される最低責任
限度額をもって損害賠償責任の限度とする契約を締結しております。

西 尾 信 也
福 居 一 彦
中 山 博 雄
山 﨑 昌 徳
長 田 秀 樹

（4）補償契約
該当ありません。

（5）役員等賠償責任保険契約に関する事項
当行は、当行の取締役及び監査役を被保険者とする役員等賠償責任保険契

約を締結しております。保険料は全額当行が負担しており、役員等がその職
務の執行に起因して保険期間中に損害賠償請求された場合の、損害賠償金及
び争訟費用等が当該保険にて補填されます。

３．社外役員に関する事項
（1）社外役員の兼職その他の状況

氏 名 兼 職 そ の 他 の 状 況

藪 田 千登世

西 尾 信 也

福 居 一 彦

中 山 博 雄

山 﨑 昌 徳

長 田 秀 樹
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（2）社外役員の主な活動状況

氏 名 在任期間 取締役会への出席状況 取 締 役 会 に お け る 発 言
そ の 他 の 活 動 状 況

藪 田 千登世 ５年９カ月
当事業年度開催の取締役会11
回のうち11回に出席しており
ます。

鳥取県福祉保健部長や会計管
理者を歴任するなど、地方行
政に長年携わった豊富な経験
と高い見識を有し、当行の経
営上有用な指摘、意見をいた
だいております。

西 尾 信 也 ３年９カ月
当事業年度開催の取締役会11
回のうち11回に出席しており
ます。

金融・証券業界における高度
な知識と経験を有し、当行の
経営上有用な指摘、意見をい
ただいております。

福 居 一 彦 ２年９カ月
当事業年度開催の取締役会11
回のうち11回に出席しており
ます。

IT分野における高度な知識と
経験を有し、当行の経営上有
用な指摘、意見をいただいて
おります。

中 山 博 雄 ６年９カ月
当事業年度開催の取締役会11
回のうち11回に、監査役会
11回のうち11回に出席して
おります。

弁護士として培われた高度な
法律知識と豊富な経験を有
し、当行の経営上有用な指
摘、意見をいただいておりま
す。

山 﨑 昌 徳 ２年９カ月
当事業年度開催の取締役会11
回のうち11回に、監査役会
11回のうち11回に出席して
おります。

倉吉市副市長を歴任するな
ど、地方行政に長年携わった
豊富な経験と高い見識を有
し、当行の経営上有用な指
摘、意見をいただいておりま
す。

長 田 秀 樹 １年９カ月
当事業年度開催の取締役会11
回のうち11回に、監査役会
11回のうち11回に出席して
おります。

鳥取県信用保証協会専務理事
を歴任するなど、地域金融や
企業審査に関する豊富な経験
と高い見識を有し、当行の経
営上有用な指摘、意見をいた
だいております。

（3）社外役員に対する報酬等
（単位：百万円）

支給人数 銀行からの報酬等 銀行の親会社等からの報酬等
報酬等の合計

（報酬以外の金額） ６名 26 ―

（4）社外役員の意見
該当ありません。
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４．当行の株式に関する事項
（1）株 式 数 発行可能株式総数 33,680千株

普通株式 28,080千株
第一種優先株式 2,000千株
第二種優先株式 2,000千株
第１回第三種優先株式 800千株
第２回第三種優先株式 800千株

発行済株式の総数 普通株式 9,619千株

（2）当年度末株主数 12,872名

（3）大 株 主
株主の上位10名は以下のとおりであります。

株 主 の 氏 名 又 は 名 称
当 行 へ の 出 資 状 況

持 株 数 等 持 株 比 率
鳥 取 銀 行 従 業 員 持 株 会 295千株 3.15％
損 害 保 険 ジ ャ パ ン 株 式 会 社 213 2.28
明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 205 2.19
Ｕ Ｂ Ｓ 証 券 株 式 会 社 168 1.79
大 樹 生 命 保 険 株 式 会 社 168 1.79
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （信 託 口） 139 1.49
株 式 会 社 三 洋 商 事 113 1.21
株 式 会 社 エ ヌ ケ ー シ ー 105 1.12
三 信 株 式 会 社 103 1.11
Ｄ Ｏ Ｓ Ｏ 株 式 会 社 100 1.06
注．持株比率は、自己株式（260千株）を控除して計算しております。

（4）役員保有株式
当事業年度中に職務執行の対価として役員に交付した株式はありません。

５．当行の新株予約権等に関する事項
（1）事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等

該当ありません。

（2）事業年度中に使用人等に交付した当行の新株予約権等
該当ありません。
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６．会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の状況

（単位：百万円）
氏 名 又 は 名 称 当該事業年度に係る報酬等 そ の 他

太陽有限責任監査法人
指定有限責任社員 河 島 啓 太
指定有限責任社員 山 村 幸 也

36

監査役会は、日本監査役協会が公
表する「会計監査人との連携に関
する実務指針」を踏まえ、会計監
査人の監査の実施状況、監査計画
及び報酬見積りの相当性などを確
認し検討した結果、会計監査人の
報酬額について会社法第399条第
１項の同意を行っております。

注１．会計監査人に、当行、当行子会社及び子法人等が支払うべき金銭その他の財産上の利益
の合計は、38百万円であります。

２．当行と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に
基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんの
で、当該事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

（2）責任限定契約
該当ありません。

（3）補償契約
該当ありません。

（4）会計監査人に関するその他の事項
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当

すると判断した場合には、当該会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と判
断した場合には監査役全員の同意に基づき解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難である

と認められる場合、又は監査の適切性をより高めるために会計監査人の変更
が妥当であると判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任
又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

７．財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
該当ありません。

８．業務の適正を確保する体制
会社法第362条第４項第６号に規定する「取締役の職務の執行が法令及び

定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該
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株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必
要なものとして法務省令で定める体制の整備」についての基本方針の概要と
運用状況の概要は以下のとおりであります。

（1）業務の適正を確保する体制の概要
①コンプライアンス体制

コンプライアンス（法令等遵守）につきましては、銀行の持つ社会的責任
と公共性を強く認識し、経営の最重要課題の一つとしてとらえ、取締役が誠
実にかつ率先垂範して取り組みます。
コンプライアンスの基本方針や態勢等について審議等を行うコンプライア

ンス、オペレーショナル・リスク管理委員会を設置します。また、統括部署
として経営管理部内にコンプライアンス統括室を設置し、その下に本部各部
の次席クラスをコンプライアンス統括室兼務調査役として配置するととも
に、各部店にコンプライアンス責任者及び同担当者を配置します。
コンプライアンス態勢の整備・確立のために必要な基本的事項を「法令等

遵守規定」に定め、これに則り、「鳥取銀行倫理規定」や「コンプライアン
ス・マニュアル」を制定の上、行内イントラネットに掲示することとしてお
り、法令等違反の未然防止に努めます。
取締役会は、コンプライアンス実現のための実践計画である「コンプライ

アンス・リスク管理プログラム」を年度毎に制定し、担当部門を明確にした
上で全行を挙げてその実践に努めます。コンプライアンス統括室は進捗状況
について取締役会へ報告し、また、監査部はコンプライアンスの徹底・遵守
状況を検証し、取締役会へ報告します。
行内でコンプライアンス違反を発見した場合、又はそのおそれがあると判

断される場合の通報方法として、ホットライン（内部通報）制度を設け、行
内外に通報窓口を設置しております。当行は通報者を擁護し、人事処遇等に
おいて不利益な取扱いをいたしません。
お客さまの保護及び利便の向上の観点や、業務の健全性及び適切性の観点

から、「顧客保護等管理方針」を定め、組織体制や必要な内部管理規定を整
備するとともに、お客さまの視点から業務を捉えなおし、不断に検証し改善
していくことによって、管理態勢の整備・確立を図ります。
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【反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方及びその整備】
公共の信頼を維持し、業務の適切性及び健全性を確保するため、市民社

会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を一切遮断するとと
もに、これらの勢力からの不当要求には関係会社も含めた組織全体で対応
いたします。
このため、「反社会的勢力対応規定」及び「コンプライアンス・マニュ

アル 反社会的勢力対応編」を制定し、経営管理部金融犯罪対策室を統括
部署とし、本部及び各営業店に不当要求防止責任者を配置する等の行内体
制を整備するとともに、各部署の役割を明確にします。また、反社会的勢
力に関する情報収集、行員への研修活動、外部専門機関との緊密な連携等
に努めます。
また、各種預金規定や約定書・契約書等に暴力団排除条項を盛込み、預

金・融資取引を含めすべての新規取引に応じないとともに、既存取引先が
反社会的勢力と判明した場合は速やかに取引関係の解消に努めます。

【マネー・ローンダリング/テロ資金供与/拡散金融防止に向けた方針及び態
勢整備】
マネー・ローンダリング等防止を経営上の重要な課題と位置づけ、行内

の役割を明確に定め、適切な措置を適時に実施できる態勢を構築します。
取締役会は、マネー・ローンダリング等防止のため行内態勢の構築に責

任を持って対応します。
経営管理部担当役員をマネー・ローンダリング対策統括責任役員、金融

犯罪対策室をマネロン等防止に係る統括部署とし、金融犯罪対策室長をマ
ネー・ローンダリング対策統括責任者として配置します。
リスクベース・アプローチの考え方に基づき、直面しているマネー・ロ

ーンダリング等に関するリスクを特定・評価し、リスクに見合ったリスク
低減措置を講じるため、犯罪収益移転防止法で特定事業者に作成が求めら
れる「当行におけるマネー・ローンダリング、テロ資金供与、拡散金融に
係るリスク評価書」を定め、自ら行う取引について調査・分析し、当該取
引による犯罪収益の移転の危険性の程度、その他当該調査及び分析の結果
を記載するとともに、マネー・ローンダリング等の防止を目的として、
「マネー・ローンダリング、テロ資金供与、拡散金融防止に関する管理・
運用規定」を制定し、取組方針、管理態勢、管理方法及び具体的な運用に
ついて定めています。
リスクの変化に対応するため、またマネー・ローンダリング対策の有効

性を確保するため、リスクの特定・評価及び低減措置について不断に見直
しを図ります。

②リスク管理体制
当行の業務運営におけるリスク管理の基本指針である「リスク管理統括規

定」を制定し、当行における各リスクの所在と区分を定義するとともに、経
営管理部を統括部署として各リスクの管理部署及び管理における取締役会を
はじめとする各階層の役割と責任を明確化します。
「リスク管理統括規定」に基づき、経営陣の積極的な関与のもと、各リス
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ク管理方針、諸規定等の整備、リスク管理手法・コントロール手法の高度化
への取り組み、及びそのノウハウの蓄積と活用を行います。
各リスク管理部署は、主管するリスクの管理状況を定期的に又は必要に応

じてリスク管理統括部署へ報告し、リスク管理統括部署は各種リスクの運営
管理状況を集約し、有効性、適切性等を検証・評価して担当役員に報告する
ほか、定期的に取締役会等に報告します。
監査部は、各部店について各種リスク管理方針及び管理規定等に基づいた

適切な業務運営がなされているか等に関し、定期的、又は必要に応じて検
査・監査を行い、定期的に取締役会等に報告するとともに、必要に応じて関
係部署に対し改善提言等を行います。
自己資本管理については、「自己資本管理規定」に基づき、経営統括部を

管理部署として自己資本管理態勢の整備・確立に積極的に取り組みます。ま
た、適正に自己資本比率を算定するとともに、自己資本充実度の評価におけ
る自己資本及びリスクを明確に定め、継続的に自己資本の充実度の評価、モ
ニタリング及びコントロール等を行い、取締役会等へ報告し、リスクに見合
った十分な自己資本を確保します。
不測の事態に即応するため「危機管理計画（コンティンジェンシープラ

ン）」を整備し、各事象を想定した訓練の実施に努めます。
③取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

取締役会及び経営会議等の重要会議の議事録は、各会議の事務局が行内規
定等に基づき作成・保存します。
また、取締役が最終決裁権限者となる稟議書等も作成部署が適切に保存し

ます。
④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会は、毎月の定時取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役
会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する基本方針を決定するとと
もに、適時適切に業務執行に関する報告を求め、業務執行に対する監督機能
を果たします。
業務執行の迅速化及び機能化を目的に、執行役員制度を導入し、主に常務

執行役員以上で構成する経営会議を原則月３回開催することで経営の意思決
定・監督を行う取締役の機能と業務執行を行う執行役員の機能を分離し、そ
れぞれの役割と責任の明確化及び効率的な経営の実現に努めます。
組織規定、業務分掌規定及び職務権限規定等を定め、組織全体の業務執行

が適切かつ効率的に行われるよう整備します。
⑤当行グループにおける業務の適正を確保するための体制

当行と関係会社は、連結経営の健全性の確保かつ業務の適正な遂行のた
め、一体となってリスク管理並びにコンプライアンス体制の確立等、内部統
制システムの構築に努めます。
当行と関係会社は企業集団における業務の適正を確保するため、「関係会

社連携規定」を定め、効率的な運営を通して相互の利益と発展に努めます。
当行は、ステークホルダーに対して当行グループの業績・活動を適切に開

示するため、財務報告の信頼性を確保するために必要十分な内部統制を整
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備・運用します。
⑥監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役の監査業務を補助すべき監査役スタッフを監査部内に置き、監査役
スタッフの取締役からの独立性を確保するため、監査役スタッフは、「職務
権限規定」に基づき、監査役以外からの指揮命令を受けないものとし、監査
役スタッフの人事異動については、事前に監査役と協議を行います。
取締役及び使用人は、法律に定めた事項のほか、監査役会に報告すべき事

項及び当行の経営に影響を及ぼす重要事項について、「監査役への報告基準」
に基づき、監査役会へ報告します。また、監査役に対して、取締役会、経営
会議等の重要会議及び経営会議の諮問機関として設置した各種委員会等への
出席を求め、その内容について報告を行います。
当行の関係会社の役職員は、「関係会社連携規定」に基づき、当行監査役

から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切
な報告を行います。
当行の関係会社の役職員は、法令等の違反行為等、当行又は当行の関係会

社に著しい損害を及ぼすおそれのある重要事項については、「関係会社連携
規定」に基づき、直ちに当行の経営統括部へ報告を行い、経営統括部長は当
行監査役への報告を行います。
監査役へ報告を行った取締役及び使用人、並びに関係会社の役職員に対

し、「監査役への報告基準」、「関係会社連携規定」に基づき、当該報告をし
たことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止します。
監査役がその職務の執行について当行に対し費用の前払い等の請求をした

ときは、当該請求に係る費用が当該監査役の職務の執行に必要でないと認め
られる場合を除き、速やかにその費用の処理を行います。
当行は、監査役会及び会計監査人とそれぞれ定期的に会合を持ち、相互認

識を深めるよう努める他、当行のリスク管理統括部門・コンプライアンス部
門・内部監査部門は、監査役と連携をとることにより、監査役の監査の実効
性確保に努めます。

（2）業務の適正を確保する体制の運用状況の概要
①コンプライアンス体制
㋑コンプライアンス統括室は、役職員のコンプライアンス意識の向上を図る
ため、営業部店への臨店指導や勉強会の開催指示、行内集合研修等を実施
しました。

㋺2025年度はコンプライアンス、オペレーショナル・リスク管理委員会を
４回開催し、コンプライアンス上の課題の抽出、及びその対応策について
審議を行いました。

㋩金融犯罪対策室は、マネー・ローンダリング/テロ資金供与/拡散金融防止
に関する更なる態勢強化を図るため、規定の見直しや営業部店への臨店指
導を実施しております。

㊁2025年度については、役職員のコンプライアンス遵守の浸透状況と倫理
意識の把握を行うため、コンプライアンス意識調査（アンケート）を定期
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的に実施しました。
㋭内部通報制度の実効性強化のため、内部通報窓口を行内外に設置してお
り、行内通報窓口は経営管理部長（コンプライアンス統括室長）、外部通
報窓口は外部の契約弁護士とし、全行員へ周知しております。

㋬「個人情報管理規定」や「利益相反管理規定」等を定め顧客保護管理態勢
の整備・確立を図っております。

㋣反社会的勢力の取引排除については、アンチマネーローンダリングシステ
ムを利用し、入口での反社会的勢力との取引排除に努めています。

②リスク管理体制
㋑リスクに関する各種委員会を開催し、リスクの抽出、対応策の立案及び対
応状況の進捗確認を行うとともに定期的に取締役会に報告し協議を行いま
した。

㋺３線管理態勢に基づくリスク管理を行っており、顕在化リスクはもとより
他行や新聞情報に基づく潜在的リスクもリスクベースで管理対象としてお
ります。また、2026年度のリスク管理方針につきましては、各種リスク
を的確に特定して検証するため、「リスク管理・評価シート」を用いて策
定しています。引き続き、３線管理態勢に基づくリスク管理の高度化を推
進していきます。

㋩監査部は監査方針及び内部監査計画を策定し、取締役会で承認を得た上で
監査を実施しています。

㋥経営統括部は経営計画、資本計画等に基づき、自己資本充実に関する施策
を必要に応じて取締役会等へ立案し各種施策を実行しました。

③取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
取締役会や経営会議、各種委員会等の重要会議の議事録、及び取締役が最

終決裁権限者となる稟議書等について各事務局において適切に保存していま
す。

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
㋑取締役会は、11回開催しており、法令で定められた事項や経営に関する
基本方針を決定するとともに、業務執行に関する報告を求め、業務執行に
対する監督機能を果たしています。

㋺業務執行の迅速化及び機能化を目的に、執行役員会議を12回開催し、ま
た主に常務執行役員以上で構成する経営会議を34回開催することで、経
営の意思決定・監督を行う取締役の機能と業務執行を行う執行役員の機能
を分離し、それぞれの役割と責任の明確化及び効率的な経営の実現に努め
ています。

㋩社外取締役は、取締役会における議論に積極的に関与するため、取締役会
議案の事前説明や各種情報提供を適時受けています。

⑤当行グループにおける業務の適正を確保するための体制
㋑「関係会社連携規定」を制定し、当行及び関係会社で構成する当行グルー
プの業務の適正を確保しています。

㋺当行は、関係会社のコンプライアンス体制の点検結果を受領するととも
に、各社のコンプライアンスプログラムの目標設定と実施結果を確認しま
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した。
⑥監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
㋑「監査役への報告基準」、「関係会社連携規定」により、監査役へ報告をし
た当行役職員及び関係会社役職員が当該報告をしたことを理由として不利
な取扱いを受けないことを規定化しています。

㋺監査役に対し経営会議や取締役会、各種委員会への出席を求め、各部から
の情報収集が可能な態勢となっているほか、代表取締役等は監査役及び会
計監査人と年２回の意見交換を実施することにより相互認識を深めるとと
もに、監査役会と監査部並びに会計監査人は年２回定例の意見交換を行
い、リスク統括部門・コンプライアンス部門は監査役と年２回の決算監査
面談時のほか、随時連携を行うことで監査役の監査の実効性確保に努めて
います。

９．特定完全子会社に関する事項
該当ありません。

10．親会社等との間の取引に関する事項
該当ありません。

11．会計参与に関する事項
該当ありません。

12．その他
該当ありません。
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第162期（2026年３月31日現在）貸借対照表
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

現 金 預 け 金 71,205 預 金 1,045,523
現 金 13,812 当 座 預 金 38,331
預 け 金 57,393 普 通 預 金 622,345

有 価 証 券 128,314 貯 蓄 預 金 3,700
国 債 18,842 通 知 預 金 1,053
地 方 債 41,000 定 期 預 金 375,745
社 債 36,368 定 期 積 金 1,186
株 式 5,879 そ の 他 の 預 金 3,159
外 国 証 券 6,822 コ ー ル マ ネ ー 61
そ の 他 の 証 券 19,400 借 用 金 24,000

貸 出 金 917,291 借 入 金 24,000
割 引 手 形 375 外 国 為 替 65
手 形 貸 付 3,812 売 渡 外 国 為 替 28
証 書 貸 付 824,985 未 払 外 国 為 替 36
当 座 貸 越 88,117 そ の 他 負 債 8,576

外 国 為 替 698 未 払 法 人 税 等 561
外 国 他 店 預 け 589 未 払 費 用 1,030
買 入 外 国 為 替 3 前 受 収 益 566
取 立 外 国 為 替 105 給 付 補 填 備 金 0

そ の 他 資 産 2,676 金 融 派 生 商 品 276
前 払 費 用 89 リ ー ス 債 務 936
未 収 収 益 1,366 そ の 他 の 負 債 5,204
金 融 派 生 商 品 128 賞 与 引 当 金 515
そ の 他 の 資 産 1,092 退 職 給 付 引 当 金 1,768

有 形 固 定 資 産 9,792 偶 発 損 失 引 当 金 412
建 物 2,689 再評価に係る繰延税金負債 564
土 地 6,164 支 払 承 諾 2,379
リ ー ス 資 産 576 負 債 の 部 合 計 1,083,867
建 設 仮 勘 定 7 （純 資 産 の 部）
その他の有形固定資産 355 資 本 金 9,061

無 形 固 定 資 産 1,162 資 本 剰 余 金 6,452
ソ フ ト ウ エ ア 881 資 本 準 備 金 6,452
リ ー ス 資 産 236 利 益 剰 余 金 34,391
その他の無形固定資産 44 利 益 準 備 金 2,628

前 払 年 金 費 用 1,519 そ の 他 利 益 剰 余 金 31,763
繰 延 税 金 資 産 2,413 別 途 積 立 金 29,645
支 払 承 諾 見 返 2,379 繰 越 利 益 剰 余 金 2,118
貸 倒 引 当 金 △ 4,300 自 己 株 式 △ 680
投 資 損 失 引 当 金 △ 9 ＜株 主 資 本 合 計＞ 49,225

その他有価証券評価差額金 △ 839
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 28
土 地 再 評 価 差 額 金 862
＜評価・換算差額等合計＞ 52
純 資 産 の 部 合 計 49,277

資 産 の 部 合 計 1,133,144 負債及び純資産の部合計 1,133,144

2026年05月27日 11時50分 $FOLDER; 26ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



26

第162期（2025
2026

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）損益計算書

（単位：百万円）
科 目 金 額

経 常 収 益 18,626
資 金 運 用 収 益 13,625

貸 出 金 利 息 11,359
有 価 証 券 利 息 配 当 金 1,814
コ ー ル ロ ー ン 利 息 28
預 け 金 利 息 405
そ の 他 の 受 入 利 息 17

役 務 取 引 等 収 益 3,436
受 入 為 替 手 数 料 621
そ の 他 の 役 務 収 益 2,815

そ の 他 業 務 収 益 427
国 債 等 債 券 売 却 益 158
金 融 派 生 商 品 収 益 266
そ の 他 の 業 務 収 益 2

そ の 他 経 常 収 益 1,137
償 却 債 権 取 立 益 426
株 式 等 売 却 益 533
そ の 他 の 経 常 収 益 177

経 常 費 用 16,400
資 金 調 達 費 用 2,384

預 金 利 息 2,339
コ ー ル マ ネ ー 利 息 3
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 9
借 用 金 利 息 12
金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息 4
そ の 他 の 支 払 利 息 15

役 務 取 引 等 費 用 1,519
支 払 為 替 手 数 料 212
そ の 他 の 役 務 費 用 1,307

そ の 他 業 務 費 用 704
外 国 為 替 売 買 損 201
国 債 等 債 券 売 却 損 503

営 業 経 費 10,253
そ の 他 経 常 費 用 1,538

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,243
貸 出 金 償 却 71
株 式 等 売 却 損 85
株 式 等 償 却 0
そ の 他 の 経 常 費 用 136

経 常 利 益 2,226
特 別 利 益 2

固 定 資 産 処 分 益 2
特 別 損 失 54

固 定 資 産 処 分 損 13
減 損 損 失 0
退 職 給 付 信 託 返 還 損 40

税 引 前 当 期 純 利 益 2,173
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 944
法 人 税 等 調 整 額 △ 350
法 人 税 等 合 計 594
当 期 純 利 益 1,579
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第162期（2025
2026

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資本準備金 資本剰余金

合 計 利益準備金
その他利益剰余金 利益剰余金

合 計別途積立金 繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 9,061 6,452 6,452 2,628 29,145 1,507 33,280 △ 679 48,114

当 期 変 動 額

剰余金の配当 500 △ 967 △ 467 △ 467

当 期 純 利 益 1,579 1,579 1,579

自己株式の取得 △ 0 △ 0
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

当期変動額合計 ― ― ― ― 500 611 1,111 △ 0 1,110

当 期 末 残 高 9,061 6,452 6,452 2,628 29,645 2,118 34,391 △ 680 49,225

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
繰 延 ヘ ッ ジ
損 益

土 地 再 評 価
差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △ 1,629 △ 0 862 △ 767 47,347

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △ 467

当 期 純 利 益 1,579

自己株式の取得 △ 0
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) 790 28 ― 819 819

当期変動額合計 790 28 ― 819 1,929

当 期 末 残 高 △ 839 28 862 52 49,277
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（2026年３月31日現在）連結貸借対照表
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

現 金 預 け 金 71,205 預 金 1,045,509
有 価 証 券 128,665 コールマネー及び売渡手形 61
貸 出 金 916,754 借 用 金 24,000
外 国 為 替 698 外 国 為 替 65
そ の 他 資 産 4,578 そ の 他 負 債 9,534
有 形 固 定 資 産 9,793 賞 与 引 当 金 519
建 物 2,690 退 職 給付に係る負債 1,570
土 地 6,164 偶 発 損 失 引 当 金 412
リ ー ス 資 産 576 再評価に係る繰延税金負債 564
建 設 仮 勘 定 7 支 払 承 諾 2,379
その他の有形固定資産 355 負 債 の 部 合 計 1,084,617

無 形 固 定 資 産 1,163 （純 資 産 の 部）
ソ フ ト ウ エ ア 881 資 本 金 9,061
リ ー ス 資 産 236 資 本 剰 余 金 6,452
その他の無形固定資産 44 利 益 剰 余 金 34,776

退 職 給付に係る資産 2,811 自 己 株 式 △ 680
繰 延 税 金 資 産 1,874 ＜株 主 資 本 合 計＞ 49,610
支 払 承 諾 見 返 2,379 その他有価証券評価差額金 △ 702
貸 倒 引 当 金 △ 4,348 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 28
投 資 損 失 引 当 金 △ 9 土 地 再 評 価 差 額 金 862

退職給付に係る調整累計額 1,022
＜その他の包括利益累計額合計＞ 1,211
非 支 配 株 主 持 分 128
純 資 産 の 部 合 計 50,950

資 産 の 部 合 計 1,135,567 負債及び純資産の部合計 1,135,567
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（2025
2026

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）連結損益計算書

（単位：百万円）
科 目 金 額

経 常 収 益 18,991
資 金 運 用 収 益 13,641

貸 出 金 利 息 11,376
有 価 証 券 利 息 配 当 金 1,814
コールローン利息及び買入手形利息 28
預 け 金 利 息 405
そ の 他 の 受 入 利 息 17

役 務 取 引 等 収 益 3,784
そ の 他 業 務 収 益 427
そ の 他 経 常 収 益 1,138

償 却 債 権 取 立 益 426
そ の 他 の 経 常 収 益 711

経 常 費 用 16,748
資 金 調 達 費 用 2,384

預 金 利 息 2,339
コールマネー利息及び売渡手形利息 3
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 9
借 用 金 利 息 12
そ の 他 の 支 払 利 息 20

役 務 取 引 等 費 用 1,698
そ の 他 業 務 費 用 704
営 業 経 費 10,384
そ の 他 経 常 費 用 1,575

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,250
そ の 他 の 経 常 費 用 325

経 常 利 益 2,243
特 別 利 益 2

固 定 資 産 処 分 益 2
特 別 損 失 54

固 定 資 産 処 分 損 13
減 損 損 失 0
退 職 給 付 信 託 返 還 損 40

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,191
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 952
法 人 税 等 調 整 額 △ 347
法 人 税 等 合 計 604
当 期 純 利 益 1,586
非支配株主に帰属する当期純利益 2
親会社株主に帰属する当期純利益 1,583
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（2025
2026

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 9,061 6,452 33,660 △ 680 48,494

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △ 467 △ 467
親会社株主に帰属
する当期純利益 1,583 1,583

自己株式の取得 △ 0 △ 0
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 ― ― 1,115 △ 0 1,115

当 期 末 残 高 9,061 6,452 34,776 △ 680 49,610

その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計そ の 他

有 価 証 券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

土地再評価
差 額 金

退職給付に係る
調整累計額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当 期 首 残 高 △ 1,450 △ 0 862 82 △ 505 126 48,115

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △ 467
親会社株主に帰属
する当期純利益 1,583

自己株式の取得 △ 0
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) 747 28 ― 940 1,716 2 1,719

当 期 変 動 額 合 計 747 28 ― 940 1,716 2 2,834

当 期 末 残 高 △ 702 28 862 1,022 1,211 128 50,950
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2026年５月12日
株式会社 鳥取銀行
取 締 役 会 御中

太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 河 島 啓 太
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山 村 幸 也

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社鳥取銀行の2025年４月１日から

2026年３月31日までの第162期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含
む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開

示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用に
おける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ

の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他

の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ

とにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な

虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお
いて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適
切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した

内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し

たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対
応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2026年５月12日
株式会社 鳥取銀行
取 締 役 会 御中

太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 河 島 啓 太
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山 村 幸 也

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社鳥取銀行の2025年４月１日から2026年３

月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変
動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、株式会社鳥取銀行及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含
む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし
ている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開

示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用に
おける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払
うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ

とにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計
すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
おいて連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事
項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計
算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監
査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する
指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した

内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し

たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対
応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。
以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書
当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第1６2期事業年度の取締役

の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書
を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結
果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担
等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び
監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び
主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社につい
ては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて
子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保
するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制
の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部
統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について
定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを
確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する
品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に
応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び
に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表）について検討いたしました。
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2. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して

いるものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事

実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行
についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月13日

株式会社 鳥取銀行 監査役会
常勤監査役 田 口 昌 浩 ㊞
社外監査役 中 山 博 雄 ㊞
社外監査役 山 﨑 昌 徳 ㊞
社外監査役 長 田 秀 樹 ㊞

以 上
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株主総会参考書類
議案および参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件
当行は、地域の中枢銀行としての公共性・社会性を重視し、経営基盤の安

定確保ならびに自己資本の充実・内部留保の増強による経営体質の強化に努
め、より高い評価を受ける銀行を目指すとともに、株主の皆様に対して安定
した配当を継続することを基本方針としております。
このような基本方針の下、当期の剰余金の処分につきましては、次のとお

りといたしたいと存じます。

１．期末配当に関する事項
（1）配当財産の種類

金銭
（2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当行普通株式１株につき 金25円00銭
総額 233,985,800円

（3）剰余金の配当が効力を生じる日
2026年６月29日

２．その他の剰余金の処分に関する事項
（1）減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 500,000,000円
（2）増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 500,000,000円
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第２号議案 取締役9名選任の件
取締役全員（７名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりま

す。
つきましては、取締役9名の選任をお願いしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 現在の地位

１ 再 任 平 井 耕 司 （ひらい こうじ） 代 表 取 締 役 会 長

２ 再 任 入 江 到 （いりえ いたる） 代 表 取 締 役 頭 取

３ 再 任 八 木 俊 英 （やぎ としひで） 取締役専務執行役員

４ 再 任 倉 光 裕 之 （くらみつ ひろゆき） 取締役専務執行役員

５ 新 任 竹 本 哲 哉 （たけもと てつや） 常 務 執 行 役 員

６ 新 任 井 上 裕 章 （いのうえ ひろあき） 常 務 執 行 役 員

７ 再 任 社 外 西 尾 信 也 （にしお しんや） 取 締 役
（社 外 役 員）

８ 再 任 社 外 福 居 一 彦 （ふくい かずひこ） 取 締 役
（社 外 役 員）

９ 新 任 社 外 笹 尾 佳 子 （ささお よしこ）
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候補者
番 号 1

ひら い こう じ

平 井 耕 司 （1960年3月16日生） 再 任 男 性

所有する当行株式の数
普通株式 16,760株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1982年４月 当行入行
2008年４月 津山支店長
2009年５月 執行役員審査部長
2012年５月 常務執行役員
2013年６月 取締役常務執行役員
2015年５月 取締役専務執行役員
2016年６月 代表取締役頭取
2022年 6 月 代表取締役会長（現任）

取締役候補者とした理由
審査部経営サポート室長、審査部長など審査部門の経験が長く、また、基幹店舗の支店長も歴任。役員としても経営
企画部門や審査部門の担当を務めるなど、当行における経営管理、リスク管理について豊富な業務経験と銀行の経営
全般に関する知見を有しております。これらの点から、引き続き銀行の経営管理を的確・公正かつ効率的に遂行する
ことができるものと判断し、取締役候補者といたしました。

候補者
番 号 2

いり え いたる

入 江 到 （1964年12月31日生） 再 任 男 性

所有する当行株式の数
普通株式 10,700株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1988年４月 当行入行
2011年２月 人事部長
2016年３月 執行役員ふるさと振興部長
2019年５月 常務執行役員米子営業部長
2021年４月 専務執行役員
2021年６月 取締役専務執行役員
2022年 6 月 代表取締役頭取（現任）

取締役候補者とした理由
人事部長のほか、基幹店舗の支店長を歴任。役員としても経営企画部門や人事部門の担当を務めるなど、当行におけ
る経営管理、リスク管理について豊富な業務経験と銀行の経営全般に関する知見を有しております。これらの点か
ら、引き続き銀行の経営管理を的確・公正かつ効率的に遂行することができるものと判断し、取締役候補者といたし
ました。
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候補者
番 号 3

や ぎ とし ひで

八 木 俊 英 （1969年7月14日生） 再 任 男 性

所有する当行株式の数
普通株式 8,575株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1992年４月 当行入行
2016年 5 月 経営統括部長
2019年５月 執行役員大阪支店長
2021年 4 月 常務執行役員
2022年６月 取締役常務執行役員
2026年 4 月 取締役専務執行役員（人事部・市場金融部 担当）（現任）

取締役候補者とした理由
経営統括部長のほか、基幹店舗の支店長を歴任。役員としても営業部門や審査部門の担当を務めるなど、当行におけ
る経営管理、リスク管理について豊富な業務経験と銀行経営に関する知見を有しております。これらの点から、引き
続き銀行の経営管理を的確・公正かつ効率的に遂行することができるものと判断し、取締役候補者といたしました。

候補者
番 号 4

くら みつ ひろ ゆき

倉 光 裕 之 （1969年7月７日生） 再 任 男 性

所有する当行株式の数
普通株式 5,700株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1993年４月 当行入行
2011年 4 月 鳥取北支店長
2020年 4 月 審査部長
2022年４月 執行役員審査部長
2024年 4 月 常務執行役員
2025年 6 月 取締役常務執行役員
2026年 4 月 取締役専務執行役員（米子駐在）（現任）

取締役候補者とした理由
審査部長のほか基幹店舗の支店長を歴任。役員としてもＩＴ部門や市場金融部門の担当を務めるなど、当行における
リスク管理、企業審査について豊富な業務経験と銀行経営に関する知見を有しております。これらの点から、引き続
き銀行の経営管理を的確・公正かつ効率的に遂行することができるものと判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号 ５

たけ もと てつ や

竹 本 哲 哉 （1970年4月30日生） 新 任 男 性

所有する当行株式の数
普通株式 3,900株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1994年４月 当行入行
2011年 9 月 吉成支店長
2022年 4 月 執行役員津山支店長
2023年 4 月 執行役員ふるさと振興本部長
2025年 4 月 常務執行役員ふるさと振興本部長（地域戦略部・企画開発部・法人コン

サルティング部・個人コンサルティング部 担当）（現任）

取締役候補者とした理由
ふるさと振興本部長のほか、基幹店舗の支店長を歴任。役員としてもふるさと振興本部の担当を務めるなど、当行に
おける営業部門について豊富な業務経験と知見を有しております。これらの点から、銀行の経営管理を的確・公正か
つ効率的に遂行することができるものと判断し、取締役候補者といたしました。

候補者
番 号 ６

いの うえ ひろ あき

井 上 裕 章 （1973年1月22日生） 新 任 男 性

所有する当行株式の数
普通株式 2,100株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1996年４月 当行入行
2012年 5 月 営業推進部営業企画室長
2014年 5 月 吉成支店長
2019年 5 月 ふるさと振興本部 部長
2024年４月 執行役員鳥取西支店長
2024年 8 月 執行役員人事部長
2025年 4 月 常務執行役員
2026年 4 月 常務執行役員（経営統括部・ＩＴ統括部 担当）（現任）

取締役候補者とした理由
人事部長のほか、基幹店舗の支店長を歴任。役員としても経営企画部門や人事部門の担当を務めるなど、当行におけ
る経営管理、リスク管理について豊富な業務経験と銀行経営に関する知見を有しております。これらの点から、銀行
の経営管理を的確・公正かつ効率的に遂行することができるものと判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号 ７

にし お しん や

西 尾 信 也 （1957年6月5日生） 再 任 社 外 男 性

所有する当行株式の数
普通株式 600株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1981年４月 大和證券株式会社（現株式会社大和証券グループ本社）入社
2010年４月 同 常務取締役大阪支店長
2012年４月 同 専務取締役大阪法人担当
2016年 6 月 同 取締役兼執行役副社長 大和証券株式会社代表取締役副社長
2018年４月 株式会社大和インベストメント・マネジメント代表取締役社長
2021年 6 月 シップヘルスケアホールディングス株式会社非常勤取締役（現任）
2022年６月 当行取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由、および期待される役割
株式会社大和証券グループ本社において要職を歴任するなど、金融・証券業界における高度な知識と経験を有してお
ります。これらの点や客観的な視点を当行の経営全般と監督機能の強化に活かしていただけると期待し、引き続き社
外取締役候補者といたしました。なお、社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって４年となりま
す。

候補者
番 号 ８

ふく い かず ひこ

福 居 一 彦 （1962年3月30日生） 再 任 社 外 男 性

所有する当行株式の数
普通株式 400株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1986年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社
2017年 1 月 株式会社インフォメーション・ディベロプメント入社
2018年 1 月 同 サイバーセキュリティソリューション部長
2021年 4 月 同 執行役員エンタープライズ営業部長
2022年４月 同 執行役員デジタルソリューション本部担当役員
2023
2023
2026

年
年
年

4
６
４

月
月
月

同 デジタルソリューション本部シニアアドバイザー
当行取締役（現任）
株式会社インフォメーション・ディベロプメント
サイバーセキュリティ事業本部長（現任）

社外取締役候補者とした理由、および期待される役割
ソフトウェア開発やＩＴインフラ、サイバーセキュリティに関する企業において要職を務めるなど、ＩＴ分野におけ
る高度な知識と経験を有しております。これらの点や客観的な視点を当行の経営全般と監督機能の強化に活かしてい
ただけると期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、社外取締役としての在任期間は、本株主総会
終結の時をもって３年となります。
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候補者
番 号 ９

ささ お よし こ

笹 尾 佳 子 （1960年4月2日生） 新 任 社 外 女 性

所有する当行株式の数
普通株式 0株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1984年４月 株式会社リクルート入社
2006年 4 月 東京電力株式会社入社
2007年11月 東電パートナーズ株式会社出向常務取締役
2012年 6 月 同 代表取締役社長
2020年 4 月 日本国土開発株式会社常務執行役員

戦略本部副本部長人財戦略担当兼働き方改革推進室長
2021年４月 日本コーポレートガバナンス研究所

アドバイザリーボード委員（現任）
2023
2025

年
年
6
4
月
月
キャリア＆ライフサポーターズ株式会社代表取締役社長（現任）
学校法人法政大学評議員（現任）

社外取締役候補者とした理由、および期待される役割
様々な業界の企業において要職を務め、企業再建やダイバーシティ推進、人財育成等における高度な知識と経験を有
しております。これらの点や客観的な視点を当行の経営全般と監督機能の強化に活かしていただけると期待し、社外
取締役候補者といたしました。

（注） １．取締役数は前年から2名増の9名体制であり、うち3名が社外取締役であります。
２．各取締役候補者と当行との間には特別な利害関係はありません。
３．西尾信也、福居一彦、笹尾佳子の3氏は、社外取締役候補者であります。
４．西尾信也、福居一彦の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け

出ております。また、笹尾佳子氏の選任が承認された場合、同氏を独立役員として
同取引所に届け出る予定であります。

５．西尾信也、福居一彦の両氏と当行との間で、当行定款第27条の規定による責任限定
契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合、当行は両氏との間の当該契約
を継続する予定であります。また、笹尾佳子氏の選任が承認された場合、当行は新
たに当該契約を締結する予定であります。

６. 当行は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、
2026年10月に当該契約を更新する予定であります。保険料は全額当行が負担して
おり、役員等がその職務の執行に起因して保険期間中に損害賠償請求された場合の
損害賠償金および争訟費用等が当該保険にて補填されます。また、竹本哲哉氏、井
上裕章氏、笹尾佳子氏の選任が承認された場合には、当該契約の被保険者に含めら
れることとなります。
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（ご参考）【取締役・監査役の専門性および経験（スキル・マトリックス）】
地位 社内取締役・監査役 社外取締役・監査役

経
営
戦
略

リ
ス
ク
管
理

人
事
管
理

営
業

企
業
審
査

I
T

経
営

金
融
・
I
T

法
律
・
財
務

地
域
行
政

平井 耕司 （男性） 取締役会長 ● ● ● ● ●

入 江 到 （男性） 取締役頭取 ● ● ● ● ●

八木 俊英 （男性） 取締役 ● ● ● ● ● ●

倉光 裕之 （男性） 取締役 ● ● ●

竹本 哲哉 （男性） 取締役 ●

井上 裕章 （男性） 取締役 ● ● ● ● ●

西尾 信也 （男性） 社外
独立役員 取締役 ● ●

福居 一彦 （男性） 社外
独立役員 取締役 ●

笹尾 佳子 （女性） 社外
独立役員 取締役 ●

田口 昌浩 （男性） 監査役 ●

中山 博雄 （男性） 社外
独立役員 監査役 ● ●

山﨑 昌徳 （男性） 社外
独立役員 監査役 ● ●

長田 秀樹 （男性） 社外
独立役員 監査役 ● ●

（注）１．上記「地位」の記載内容は、第2号議案が原案のとおり承認可決された場合に予定さ
れているものとなります。

２．上記は、取締役候補者および監査役が有するすべての専門性・経験・知見を表する
ものではありません。
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（ご参考）『独立性の判断基準』
当行では、社外取締役および社外監査役の候補者の独立性に関して、以下の

基準に基づき判断しております。
１．（１）当行または子会社の取締役、執行役員またはその他の従業員（以下、

業務執行者という。）ではなく、かつ、その就任の前10年間において
当行または子会社の業務執行者ではなかったこと。

（２）その就任の前10年内のいずれかの時において当行または子会社の取
締役または監査役であったことがある者（業務執行者であったことが
あるものを除く。）にあっては、当該取締役または監査役への就任前
10年間において当行または子会社の業務執行者ではなかったこと。

２．当行の現在の主要株主※１またはその業務執行者ではないこと。
３．（１）当行もしくは子会社を主要な取引先※２とする者またはその業務執行者

ではなく、また、過去３年間においてその業務執行者ではなかったこ
と。

（２）当行もしくは子会社の主要な取引先またはその業務執行者ではなく、
また、過去３年間においてその業務執行者ではなかったこと。

４．コンサルタント、会計専門家または法律専門家については、当行から役員
報酬以外に過去５年間の平均で年間10百万円を超える金銭その他の財産を
得ている者ではなく、当行を主要な取引先とする会計・法律事務所等の社
員等ではないこと。

５．当行または子会社の監査法人または当該監査法人の社員等ではなく、過去
３年間、当該社員等として当行または子会社の監査業務を担当したことが
ないこと。

６．当行または子会社から、一定額（過去３年平均で年間10百万円または当該
組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付等を受け
る組織の業務執行者ではないこと。

７．当行または子会社の取締役、執行役員、管理職等重要な従業員または上記
の要件に基づき当行からの独立性が確保されていないと判断する者の配偶
者または二親等内の親族ではないこと。

※１ 主要株主：総議決権の10％以上を保有する株主
※２ 主要な取引先：年間連結売上高（当行の場合、年間連結業務粗利益）の

２％以上を基準に判定

以 上
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NPC24H鳥取駅前パーキング

鳥取銀行 本店
総会会場

東横INN鳥取駅北口駐車場

至鳥取県庁

ロータリー

鳥取ワシントン
ホテル交番

丸由百貨店

ホテル
ニューオータニ
鳥取

鳥取バス
ターミナル

南口

北口
JR鳥取駅

鳥取市永楽温泉町171番地
当行本店３階ホール
☎ 0857－37－0262 (本店直通)

2026年６月26日（金曜日）
午前10時

交通のご案内

株主総会会場ご案内

バスをご利用の場合 鳥取バスターミナル から 徒歩約５分

列車をご利用の場合 JR鳥取駅        から 徒歩約３分

飛行機をご利用の場合

※株主総会にお車でご来場される株主さまにおかれましては、
　「NPC24H 鳥取駅前パーキング」もしくは「東横INN鳥取駅
　北口駐車場」（上記地図をご参照）をご利用ください。（無料
　駐車券をご用意しております。）

鳥取空港 から 車で約20分

北口

開催
日時

開催
場所

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

環境に配慮した植物油
インキを使用しています。

2026年05月27日 11時50分 $FOLDER; 47ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）


